
地区計画についての手続きと建築確認申請の手続きの流れは次のようになりま
す。 
図 
○町では届出を受けた計画について地区計画とあっているかチェックします。合っていないも

のは地区計画に合わせて勧告します。 
 

（設計変更など）

工　事　着　手設計変更など

地区計画の行為の届出
都市計画法第５８条の２
　　　　　　 （町）

届出の審査
（町）

地区計画に適合
しているもの

地区計画に適合
していないもの

建築基準法その
他の法令に合致

事　　前　　相　　談

建築確認申請
建築基準法第６条

　　（町）

設計変更する等
の（勧告）
　　　　（町）

建築確認
通知

例えば、１０㎡未満の増
築、改築や塀等を設置しよ
うとするときなど

例えば、住宅を新築
しようとするときなど

地区計画の届出と
建築確認の両方が
必要な行為

地区計画に基づく届出が
必要な行為
建築確認不要の場合

適合している旨の（通知）
（町）

申請の審査
（夷隅地域整備セン

ター）

 
 
 


